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平成２５年第２回東洋町議会臨時会 平成２５年２月２１日 木曜日

議事のてんまつ

議長 （小野 正路議長）

おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。これよ

り平成２５年第２回東洋町議会臨時会を開会致します。

（開会時間：１０時００分）

直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に

配布したとおりであります。日程に入る前に町長から発言の申出があり

ましたのでこれを許します。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

おはようございます。臨時会開会に当たりまして一言、開会のご挨拶

を申し上げます。１月３０日に第１回臨時会を開催させていただきまし

たばかりでございましたが、本年、第２回目となる臨時会を招集させて

いただきました。大変恐縮しておりますけれども、ご理解を願うところ

でございます。

本日の臨時会での上程議案でございますが、東洋町光ケーブル整備事

業の工期の変更と請負契約額の減額変更に伴う案件２件となっておりま

す。また、先の臨時会では一日、一刻でも早く海の駅再建工事に着手し

たいという想いで予算を可決をしていただきました。そして、速やかに

入札を実施し、本来ならば本日、請負契約締結議案も同時に提出したい

と考えておりましたけれども、県から補助金交付決定は２月８日付けと

なる旨、その日の夕刻に電話連絡をいただいたところでございます。

指名業者側としては入札通知受取後、設計見積りの日数に２週間程度

必要とのことでございますので、連休もございましたし、日程的にも事

務処理的にも無理をすることを避けまして、２月２７日に入札を実施す

ることと致しました。無事入札が完了すれば３月定例会の開会日に本契

約締結の議決をいただきたいと考えているところでございます。

大変、慌ただしい日程となりましたことにお詫びを申し上げますとと

もに、どうか議会議員皆様のご理解を重ねてお願いを申し上げまして開

会の挨拶とさせていただきます。

議長 （小野 正路議長）
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町長の発言が終わりました。日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名

議員は会議規則第１２６条の規定により、９番、今宮裕明君並びに１番、

西岡尚宏君を指名致します。

日程第２、会期の決定の件を議題と致します。議会運営委員会で検討

されておりますので委員長の報告を求めます。松本議会運営委員長。

議会運営委 （松本 太一議会運営委員長）

員長 それでは報告を行います。平成２５年第２回臨時会議会運営委員会は

本日、午前９時に開催を致しまして、本臨時会の会期及び運営等につい

て協議致しました結果、会期は本日１日限りと決定致しました。以上で

報告を終わります。

議長 （小野 正路議長）

議会運営委員長の報告が終わりましたので、ここでお諮り致します。

ただいまの委員長の報告のとおり、本臨時会の会期は本日１日限りと致

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。（自席より異議なし

の発言あり。）異議なしと認めます。よって会期は本日１日間と決定致

しました。

日程第３、議案第２号、東洋町光ケーブル整備事業通信・伝送路施設

工事請負変更契約の締結についての件と、日程第４、議案第３号、東洋

町光ケーブル整備事業放送施設工事請負変更契約の締結についての２件

をこの際一括議題と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（自席より異議なしの発言あり。）異議なしと認めます。よってさよう

決しました。直ちに提出者の説明を求めます。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

それではご提案を申し上げます。議案第２号、東洋町光ケーブル整備

事業通信・伝送路施設工事請負変更契約の締結についてでございます。

工事請負変更契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により議会の議決を求める。平成２５年２月２１日提出でご
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ざいます。提案理由でございます。平成２４年５月９日に請負契約を締

結した平成２３年度繰越事業東洋町光ケーブル整備事業通信・伝送路施

設工事について、変更設計による請負金額及び工期の変更を行うため、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づきまして議会の議決を求

めるものでございます。なお、内容につきましては総務課長に説明をさ

せます。

続きまして、議案第３号、東洋町光ケーブル整備事業放送施設工事請

負変更契約の締結について、工事請負変更契約を締結したいので、地方

自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。平

成２５年２月２１日提出でございます。提案理由でございますが、平成

２４年６月２０日に請負契約を締結した平成２３年度繰越東洋町光ケー

ブル整備事業放送施設工事について、変更設計による請負金額及び工期

の変更を行うため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づきま

して議会の議決を求めるものでございます。なお、内容につきましては

総務課長に説明をさせます。

議長 （小野 正路議長）

奈良﨑総務課長。

総務課長 （奈良﨑 幸一総務課長）

それでは私から説明をさせていただきます。議案第２号、東洋町光ケ

ーブル整備事業通信・伝送路施設工事請負変更契約の締結についてでご

ざいます。工事請負変更契約の締結について、工事名は平成２３年度繰

越東洋町光ケーブル整備事業通信・伝送路施設工事でございます。変更

前の契約金額は９億５，８６５万円でございます。変更後の契約金額は

８億９，９１２万４，４５０円でございます。変更減額は５，９５２万

５，５５０円となっております。契約の相手方は高知市帯屋町２丁目５

番１１号、西日本電信電話株式会社高知支店支店長秋山貴之でございま

す。変更前の工期、平成２４年５月１０日から２５年２月２８日までを

平成２５年３月１５日までと１５日間の増でございます。主な変更内容

につきましてご説明させていただきます。

架空光ケーブル新設幹線が４５，８６１メートルを４７，８３５メー

トルに、１，９７４メートル増の変更でございます。地下管路内光ケー

ブル敷設工事でございます。これが連絡線になります。これが４３，６
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５４メートルを４３，２３５メートルになっております。４１９メート

ルの減の変更でございます。

続きまして、ＩＰ告知端末の台数の変更でございます。当初は１，６

６８台。変更で１，２５０台になっております。４１８台の減の変更で

ございます。ＩＰ告知引込み宅内工事（自席よりその資料はとの発言あ

り。）

議長 （小野 正路議長）

休憩します。

（休憩時間：１０時１０分）

資料配布

休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長。

（再開時間：１０時１７分）

総務課長 （奈良﨑 幸一総務課長）

ＩＰ告知引込み宅内工事でございます。１，６２０箇所から１，１６

３箇所で４５７箇所が減の変更でございます。加入率が７１．７９パー

セントになっております。

続きまして、議案第３号、工事請負変更契約の締結について、工事名

は平成２３年度繰越事業東洋町光ケーブル整備事業放送施設工事でござ

います。変更前の契約金額は２億５，０９５万円でございます。変更後

の契約金額は２億３，７６４万６，５００円でございます。１，３３０

万３，５００円が変更減でございます。契約の相手方は高知市本町４丁

目２番５２号で、日本電気株式会社高知支店支店長西尾光由でございま

す。工期の変更でございます。平成２４年６月２１日から平成２５年２

月２８日までを平成２５年３月２２日までとします。２２日の増でござ

います。主な変更内容でございますが、光電変換装置１，６２０台を１，

２５０台にしております。３７０台の減の変更でございます。続きまし

て、アンテナ基地、設置位置の変更でございまして、野根八幡宮付近か

ら野根漁協付近に設置をしております。こういう変更を伴いまして請負

金額と工期の変更をしております。以上でございます。ご審議のほどよ

ろしくお願い致します。

議長 （小野 正路議長）

提出者の説明が終わりました。これより日程第３、議案第２号、東洋
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町光ケーブル整備事業通信・伝送路施設工事請負変更契約の締結につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番 （田島 毅三夫君）

何点か質疑させていただきます。先ほども課長が急遽、下に降りてデ

ータを取ってきました。これも、今日も議運で説明を受けて、また議運

以外のものはこの本議会で説明を受けてそのまま質疑、そして討論、あ

るいは採決に入るわけですが、何度も言っております。予算を伴う議案

については事前に金額も添えて議会が、議員が精査できるデータを揃え

ていただきたい。何度言っても駄目なんですからね。もう一度、ここで

再確認しておきたい。今後こういうことについては事前に資料を出して

いただくと約束をしていただきたいですが、どうでしょうか。お願いし

ておきます。

質疑に入ります。課長から今、いただいた資料の中に何点か疑問点が

ありますのでお聞きしておきます。まず、ケーブル、あるいは端末の台

数、引込み工事の減、また増もありますが、そういうものによって今回、

合計７，２８２万円が減額されたと説明を受けました。お聞きしたいの

は、この一つ一つについて私たちは確かに議会の中で、２３年度の予算

の中で採決したときには、総額を説明されて可として採択をしてきたわ

けでございますけれども今回、個々について減額されるのであればもと

もとの金額はどれぐらいであったのか。それからこの減、あるいは増の

部分がどれぐらいの金額になっているのか説明を願いたいと思います。

それからＩＰの告知端末の減の変更４１８台についてお聞きしたいと

思いますが、世帯が１，２００世帯なのに１，６６８台予定していたと

いう説明を願いたいと思います。それから聞くところによりましたら、

私は設置しに来た業者から聞きましたが、１基、ワンセット約２０万円

掛かると説明を受けました。それで計算していたんですが、この前４１

８台ということは、その金額を掛けてよろしいんでしょうか。それもで

きればその金額４１８台減がどれぐらいの金額のマイナスになるのかお

聞かせ願いたい。それから１，９７４メートルの増の部分についても説

明をお願いしたいと思います。それを差し引いた結果、これぐらいの減

になっていると、全ての項目について金額をお聞かせ願いたいと思いま

す。

それから先ほどの議運の中で執行部から説明がありました。テレビは

中止の可能性があると、申し込んでそれがいけると思っていたのが、放
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送局との折衝の中で厳しい状況にあると町長から説明がありましたね。

もともと請負１２億オーバーの請負金額の中にこのテレビ関係の部分は

入っていたのでしょうか。なかったのでしょうか。お聞かせ願いたいと

思います。もし、（自席より執行部発言あり。）

議長 （小野 正路議長）

休憩します。

（休憩時間：１０時２５分）

休憩前に引き続き会議を開きます。田島毅三夫君。

（再開時間：１０時２６分）

７番 （田島 毅三夫君）

この減額の分については、例えば申告する、申請する住民さんの都合

で延期をされた、本来なら２月末の２８日までに工事完了という契約だ

ったのですが、それが住民さんの都合によって３月１５日まで延びたと

説明を受けました。そういう場合は減額でなくて増額になるのではない

でしょうか。申請者側の都合で伸びた工事の延期については、こちらの

責任で増額になるのではないか。そう思うんですが、そこの説明もお願

いしたいと思います。それから先ほど中途半端になりましたが、もう一

度、確認しておきます。このＩＰ告知端末の１基当たりの当初契約金額

をお聞きしておきます。再確認しておきます。それから先ほどの一々に

ついての契約金額ももう一度、確認しておきます。

それから後先になるかも分かりません。重複も許していただいて、少

々のことは辛抱していただきたいと思います。現在、設置されて電話関

係は使用されております。今後、ネットや防災無線、テレビは今、問題

があると聞きましたけれども、利用が可能になった場合、その利用方法

の分からない人はたくさん出ております。私のところに苦情が何人もき

ておりますが、その都度、役場に聞き合わせるように説明をしておりま

すが、また、そういう光設置にこと付けて、電話やこういう声も聞きま

した。分からないような勧誘のようなものがきていると、こういうこと

に入って下さいというようなね、そういうことも今後、また増えてくる

かも分かりません。高齢者のところには、あるいは知らない人のところ

にも、そういう訪問による振り込め詐欺のような類似したようなものが

起こらないようにするためにも、警戒周知などもお願いしたいなという
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考えを持っておりますが、こういうことは考えておりませんでしょうか。

お聞かせ願いたいと思います。

それから工事が３月１５日、こちらは３月２２日に終了しますが、そ

の後、こういう苦情、あるいは問合せ、説明を求めてくる住民さんに対

してこれはどこが対応するのでしょうか。今までであればＮＴＴ、ある

いは町が対応しておりますが、これは工事終了後はどこになるのでしょ

うか。お聞かせ願いたいと思います。各家庭へこの間のようなお二人雇

って説明するということになれば、大変な出費がかさむと思いますが、

そういうことも踏まえてお聞かせ願いたいと思います。

それから１月３１日で一応、申込みは締め切っていますが、それ以降

についての申込分は、その費用については今後、補正されていくという

ことになるんでしょうか。その分も予想されて組まれているものかどう

かお聞かせ願いたいと思います。

それから供用開始後、これは予算に関係ないとまたブーインブが出る

かも分かりませんけれども、供用開始後の運営及び維持管理、維持費用

などについての収支の説明をお願いしたいと思います。いくらを見込ん

でいるのか。また費目別にできればお聞かせ願いたいと思います。以上、

質疑を終わります。

議長 （小野 正路議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答え致しますが、数字的なことはあとで、総務課長から説明がある

と思います。まず、お詫びを申し上げますが、資料ですね、毎回お叱り

を受けておるところでございます。予算書にしてもできるだけ資料を提

出するということで努力していきたいと思っておりますのでご容赦願い

たいと。今回はひとつ大目に、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

それとたくさんありましたので、答弁漏れにもなるかも分かりませんが。

１週間程前にインターネットを通じてテレビが無料で見れるとかいろん

な電話があるようでございます。早速、インターネットの申込みをして

いる世帯につきましては注意喚起の文書を発送させていただいておりま

す。また今後も似たような事例もあろうかと思いますので、この２月、

３月供用開始に向けての試験放送もしていかなければなりませんので、

そういった中で対処方法も含めて検討していきたいと考えております。
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それと４月以降の加入者に伴う工事費でありますとか、負担をどうする

のかとのご質問と思いますが、これは当初予算にいくらかの単独事業費

工事分で計上をさせていただいております。その中でまた、いろんなケ

ースが出てくると思います。個々に。想定外の相談を受けることもあろ

うかと思いますのでその都度、補正対応していきたいなと考えておりま

すのでご理解をお願いしたいと思います。私からは以上でございます。

議長 （小野 正路議長）

総務課長。

総務課長 （奈良﨑 幸一総務課長）

私からは聞き取れなかった部分もあるんですけれど、その中で説明を

させていただきます。変更額の内容の説明につきましては、これだけ設

計書、赤、黒あります。これを全部説明しなさいというたら、何時間も

掛かります。今言ったのは私の説明の中で、一番最初に言ったのは主な

変更の内容でございますので、この金額を主にと言われたら、これ全部

一々、（自席より主な項目の分を説明して下さいとの発言あり。）それ

につきましては、今の時点では計算機を持ってきて出さないきません。

諸経費も計算をしないといきません。この部分について、一番大事なこ

とは直接工事費がありまして、そのあとに諸経費が付きます。それに請

負更正費とかいろいろとありますので、その計算をして出せと言われれ

ば後日出します。そういうことであれば後日お答え致しますので、（自

席より発言あり。）回します。それも主なもので構いませんか。（自席

より発言あり。）主なもので、そうでないとこれだけありますので。

続きまして、ＩＰ告知端末の１，６６８台についてでございます。こ

れにつきましては私の考え方としましてですけど、ＩＰ告知の個人と法

人、それに公共が１，６２０台でございます。それとそのあとに防災無

線子局用が３３台、あとは保守用の整備でございます。それがその差引

になると思います。ＩＰ告知の分の個人用につきましては１，１６３台、

保守用の備品用が５４台、防災無線子局が３３台で計１，２５０台にな

っております。工期につきましては変更の減額とは比例は致しません。

工事内容、工事の進捗とか日程につきまして、工期の変更をしておりま

す。減額したから工期が減るのかということでもなく、その工事現場に

よってこの工期も違ってきますので、そのことについてはご理解のほど

よろしくお願い致します。
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もう一つ、１月３１日に申込みの済んだあとに申込みがきているのか

ということもあるんですけど、今のところ４，５件きております。４月

以降の工事が４，５件残っております。なぜかというと、その申込みが

あったんですけど、その前にも申込者がおりまして、ただ工事が５月の

連休にしていただきたいという人がおります。どうしてもこの中には載

せられなかった方、２月１日や２日に申込まれた方は無理矢理入れたん

ですけど、この４件につきましては４月以降になりますので、その費用

につきましては先ほど町長が言いましたように、当初予算で計上するこ

とになっております。その他の経費につきましても２５年の当初予算に

経費を見込んでおりますので、その時には皆さんの方でご審議をいただ

きたいと思いますのでよろしくお願いを致します。以上です。

議長 （小野 正路議長）

７番、田島毅三夫君。

７番 （田島 毅三夫君）

何点かお聞き致します。私が個々についての金額をお聞きしたのは、

例えばこの９億なんぼで１，６６８台を予定して、９億５，８６５万円

で契約の締結をしていたということであれば、単純に計算をして、もち

ろんケーブルやらいろいろあるんですが、仮に告知端末だけを取り上げ

て単純計算すると、例えばそれで割った場合には４０万、あるいは５０

万という金額が出るんですよね、１台当たりの。それ掛ける４６７台の

減数となれば数億というような億が付く金額になるんですが、それが減

額されずに５億５，９００万ぐらいの減額で終わっているというところ

に疑問を持ったわけです。これだけのＩＰ端末が減っているのに５，９

５２万円という金額は少ないのではないか、そう疑問を持ったもので今、

その一つ一つのケーブル、あるいは端末の契約金額を聞かせて下さいと

お願いしたんですよね。そして１基当たり、あるいは１メートル当たり

の単価を出していただきたいとそう言ったんですが、それは今、資料が

ないようです。これは宿題としておきますので、これはまたあとに出し

ていただきたいと思います。それから町長はこの光の事業を１２億とい

う高額な、町にとっては大変大きなお金を使って、やるに当たって、東

洋町の再生といいますか、産業再生、あるいは振興を図ると言われてお

ります。それを期待して私たちも今、見ているんですけども、約１，６

２０世帯のうち１，１６３世帯しか申込みがなかった。約７２パーセン
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トしか申込みがなかった。ということはあと約２８パーセントの方がこ

の恩恵にあずかる、あるいはこの光ケーブルと関係ない方が出るわけで

すよね。そうなってきますと、私はこの１２億使った事業というのが、

仮にそれが１，１６３世帯で割りますと、１世帯当たりの費用が約１０

０万円そういうことになります。確かにこの事業を始めるときに、これ

からはアイフォン時代になると、これは光が必要ないのではないか、あ

るいは私たちは要らないというような反対もあったわけですよね。とこ

ろが私はそれは時代に応じていかなければならないという考えで賛成し

てきました。また、町長からも執行部からもよそがやっている、あるい

はそれによって町長が先ほど言ったように、町勢浮揚を図っていくとこ

ういう説明があり、我々、議会も賛成したわけですが、ところがそれだ

けの未加入者にとっては、一人当たり１００万円も使ってこれを入れる

ということに、いまだにやはり根強いといいますか、反対もあります。

苦情も聞いております。そういうそのことによって、今回のメガソーラ

ーの導入においても町が過疎債を入れられなかったと、その過疎債の枠

を既に光によって使い切っており、もうそれを入れられなかったという

苦情もありました。（議長席より発言あり。）ご心配掛けてすみません。

そういうこともありました。私が言いたいのは費用を掛けたことによっ

て東洋町の産業、あるいは町勢浮揚ができなくなる。費用的にできなく

なるようなことであれば大変だということを言いたいんですよね。だか

ら、こういう批判を払拭するためにも光を活用した町活性化、つまり活

性化というのは言わせてもらえば、町民の収入の増加と所得の向上、こ

れしかないと思っているんですが、町勢浮揚、活性化というのはね。そ

れをどのようにしてこの光を使って達成していくのか、毎回のようにこ

ういうことを言って申し訳ございませんけれども、いよいよ締結する間

際になって今後、これから供用していくんですが、それに当たって町長

の考えをお聞かせ願いたい。それも机上論とかこうやったら良いとか、

ああやったら良いとかいうことではなくて、実現可能な具体策をお聞き

したい。これが再問の一つでございます。

それからこれは提案でございます。このネットを活用して浮揚を図る

という公約を実現するためにはまず、このネット人口を増やさなければ

ならない。これは私の考えでございますけれども、ただ一つの大きなネ

ックは月５，０００円の使用料が必要であると聞いております。これに

対して行政が何らかの支援をしていただけないかということでございま

す。それから今後、そのネットに取組みたい、あるいはやっていきたい、
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そしてまたいろいろと広げていきたいという方に対する報酬とか、ある

いは技術的なもののね、そういう支援を何らかの形でできないか、町が。

その考えがあればお聞かせ願いたいと思います。

それからお聞きしておきますが、この光関連事業１２億９６万円から

７，２８２万円が減額されましたが、この減額分はどの歳入のどの部分

から減額をされたのか。補助もありましたね。それから過疎債使いまし

た。町単独負担もあったと思います。この費目７，２８２万円がそれぞ

れどれぐらいずつそれから減額されるのか。全て町負担分が減額された

らうれしいんですが、そのことを説明願いたいと思います。再問以上で

終わります。

議長 （小野 正路議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答え致します。確かにご指摘のとおり、この光ケーブル事業を導入

することによりまして町の浮揚策、それは様々な活用方法があると思い

ますけれども今、具体的に一つずつのことはなかなか言えないわけでご

ざいますが、まず、インターネットの普及には力を入れていきたいとい

うふうには思っております。その中で、今の負担で５，０００円前後の

お金が掛かるということもございます。これについては何らかの支援措

置はないのかとご質問もあったと思いますが、そういったことも将来的

には考えていかなければならないとは思っておりますが、これは現在、

使用している方々との不公平感、直ちに町が支援するということでは今

現在、使用されている方々との不公平感というのはいかがなものかなと

いうこともございますので、時期を見てそういったことも検討課題では

あるとは認識は致しているところでございます。それとこのインターネ

ットの活用について産建委員会で他町村へも視察に行くというお話も聞

いております。様々な活用策の中で画期的な活用方法が、まず、一つの

事例としてできれば普及も促進していけるのではないかなというふうに

も思っておりますし、それを町が主導的な役割を果たしていかなければ

ならないというふうにも考えております。現在、東洋町の人口は２，９

６０人ということになっております。１月末日で２，９６０人。これは

外国人登録人口も含めての人口でございます。そういうような人口減少

の中で多額の予算をつぎ込んでどうしてもやりたいということでやって
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いるわけでございますので、これが活用がされないということであれば

なかなか厳しいものがありますが、そういうことにならないように補正

予算なり、いろんなの検討もしていかないかんと思っております。それ

と第２の目的と致しましては防災対策ということも兼ねております。こ

のＩＰ告知を使って、今の防災無線外局での放送が聞けないという状況

が、聞こえにくい、あるいは聞けないというような状況もございます。

これが家屋の中でも聞けれるというところに今回のメリットもございま

す。一つの目的でございます。防災対策上のこともございますので、で

きるだけこのＩＰ告知盤に関しましては全戸配布ということを目的とし

て取組んできた経緯があるわけです。これが加入していただけない、そ

のＩＰ告知盤も設置ができない、あるいは要らないという方もいるかも

分かりませんが、そういう様々な要因、原因の分析もして、今後の課題

として取組んでいきたいというふうには考えておりますのでご理解を願

いたいと思います。以上でございます。

議長 （小野 正路議長）

総務課長。

総務課長 （奈良﨑 幸一総務課長）

私からは、５千なんぼの減額についての補助金とか、単独分の詳細が

分からないのかということでございますが、現時点では、今のところ資

料がありませんのでまだ、これは変更でございまして、まだ実績が最後

の最後にきちんとしたものが最後に、まだ微妙な変更が出てきますので、

その中で詳細も全てきちんと出てきますので、そのあとに報告させてい

ただきたいと思います。これも工期がありまして、工期のときにはきち

んとできまして、それから補助対象につきましても全部、実績報告をし

ないといけませんので、その点につきまして後日、ご報告させていただ

きますのでよろしくお願い致します。

議長 （小野 正路議長）

７番、田島毅三夫君。

７番 （田島 毅三夫君）

今、課長から最後にそういう答弁がございました。変更というから今

後、完了後にという言葉でございましたが、結局しかし、こういう変更
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による減額を議会において審査をしているわけですよね。ところがその

変更によってどのぐらい下がったという金額が出ているんですよ。だか

ら私は聞いているんですよ。この金額を算定するには根拠といいますか、

その積算したものがあるはずですからね。その一つ一つについてお聞き

したいわけです。これは、今ないようですので、これはのちほどいただ

きます。それから町長からも縷々答弁いただきました。私が一番気にな

っていることは、これだけのお金を使って工事が終わりかけているのに、

いまだにこれを使った町勢浮揚策が目に見えてこないと、こういうこと

を言っているんですよね。だから泥縄ではなくて、こういう事業をする

ときにはもう既にその時にこうしてこれを使ってこうしていくんだ、あ

あしていくんだという現実的な計画を作って、その上で練っていかねば

ならない。やったあとでそれを使って考えていったら良いというような

やり方が行政としては問題がある。前町長当時の生ゴミやホームセンタ

ーやそれから冷凍、高齢者住宅のような、そういう轍を踏まないために
てつ

も今後早急、至急に計画を練っていただきたい。また我々もいろいろと

提案もさせていただきたいと思います。それから一つだけこれで質問を

終わっておきますけれども、その一つの自分の案ですが、これを使って

町勢浮揚をさせていくためには、私は自分がそのときに賛成した当初に、

まず考えたのは東洋町の特産品を作る。地場産品を使って、加工品に加

工してそれをネットで販売していくと、単純でございますけれどもまず、

それを第一番目に考えたんですよ。それをやれば全国的に町内のある柑

橘をやっている人がおられますが、真似をするというわけではありませ

んけれども、そういう形で全国、あるいは世界にでもね、ゆくゆくはそ

ういう販売が、販路が拡大していけるのではないか、そういうことを考

えたんですよ。もしそういうことも一つの選択肢として町長が考えてお

られるようであれば２５年度には至急、早急にこの加工所の設置、ある

いは生産そういうことについても力を入れていただきたい。そしてこの

ネットを使って町勢浮揚を図っていただきたい。これをお願いしておき

たいと思います。それから住民さんからも、何人からもお聞きしました。

自分自身も確認しましたけれども、現在あります東洋町のホームページ

ですよね、これを今ネットで流しておりますが、こういうものをもう少

し柔らかい肩のこらないような内容にできないかという提案でございま

す。また、Ｉターン、Ｕターン、あるいは遊びに来たくなるようなアピ

ール性の高いもの、そういうものにリニューアルしていただけないか。

これをネットでどんどん流して、この光を使って流していただいて全国
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に、そしてできれば名所や旧跡、特産品、そして夕日、朝日（議長自席

より発言あり。）そしたら質問にします。質問にして聞きます。そうい

うものを東洋町をアピールする１時間くらいの、東洋町全てが分かるく

らいの本格的なＣＤと言いますか、昔で言えばビデオですね。そういう

ものを作っていったらどうか。そう考えておりますが、町長の考えをお

聞きしたいと思います。これやったら良いんでしょ。

議長 （小野 正路議長）

町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答え致します。お答えしやすいところから一つ。現在もホームペー

ジにつきましてはあんなものはホームページとは言えないというような

ご批判もいただいております。実際のところ。ですから観光振興協会を

立ち上げたときにまず、ホームページを直して下さいということでいろ

んな民宿でありますとか、いろんな宣伝も入れまして少しずつ改良を加

えていっている段階でございますのでひとつよろしくお願いしたいと思

います。これを機会に光ケーブルが普及していくというときに様々な改

良を加えていかないかんということで、２５年度にも若干の予算を組ん

でいるというふうに聞いております。それとインターネットの活用方法

でございますが、これは様々な、一言ではなかなか言えない部分もある

わけですが、今、ご指摘のありましたようなことはもう既に各農家の方

が取組んでおります。なおかつ雇用者までインターネットでやっている

ということも聞いております。ただそれをどういうふうに一つのものに

まとめていって、町全体が取組んでいっているんだというふうな方向に

持っていきたいという思いがあります。個々に今、インターネットを活

用して自宅から販売をしているやり方も実際おります。そういった方々

が増えてくれば、またそういう場を町がご意見なりいただきながら一つ

のものにしていきたいというふうな思いもございますので、様々なご提

案をまたひとつよろしくお願いしたいと思います。以上でよろしいでし

ょうか。すみません。

議長 （小野 正路議長）

他に質疑はありませんか。（自席よりなしの発言あり。）質疑なしと

認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論は
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ありませんか。（自席よりなしの発言あり。）討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。

これより議案第２号、東洋町光ケーブル整備事業通信・伝送路施設工

事請負変更契約の締結についての件を挙手により採決致します。本案は

原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員（８

：０）であります。よって本案は原案のとおり可決されました。

少休します。

（休憩時間：１０時５９分）

再開します。

（再開時間：１０時５９分）

議長権限といいますか、当初、松本議員さんが急な用事があるという

ことで１１時に退席させていただきたいということで、退席をしていた

だきます。これで確認をしておきます。３号議案も松本議員は賛成とい

うことでお聞きしたその確認を議運の副委員長に確認をしてもらいまし

たので。（自席より発言あり。）

休憩。

（休憩時間：１１時００分）

休憩前に引き続き会議を開きます。

（再開時間：１１時０１分）

日程第４、議案第３号、東洋町光ケーブル整備事業放送施設工事請負

変更契約の締結について質疑を行います。質疑はありませんか。７番、

田島毅三夫君。

７番 （田島 毅三夫君）

先ほどは、混同して申し訳ございませんでした。１点、２点聞いてお

きますが、勉強不足でございます。ご指導願いたい。光電変換装置、ど

こで切ったら良いのかな。これは設置した所、２つ機器が付いておりま

すね。どちらですか。どちらがどちらか自分が分からないのですが、黒

いのと白いのとありますが、それを一つお聞かせ願いたいと思います。

それからこれが先ほどの同じ質問でございます。課長にお聞かせ願いた

いが、３７０台減になりましたが、この１，７３３万円の減額のうちこ
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れはどれぐらいになっているのか。それぞれの金額を聞きたい。もう一

つ、設置位置の変更ですよね。野根八幡宮付近から野根漁協付近にこの

アンテナ基地が変更されたと、それによってどれぐらい減額されるのか。

また、その理由をお聞かせ願いたいと思います。以上です。

議長 （小野 正路議長）

総務課長。

総務課長 （奈良﨑 幸一総務課長）

田島議員のご質問にお答え致します。アンテナの位置につきましては

電波を拾うためにたぶんここでいけるだろうということでやっておりま

したが、やはり光の中でいろいろと一応、関西波のことも考えまして、

いろいろとやっておりましたけど、調査した中でどうしても拾いにくい

と、一定的に拾わないといけないので、そこでずっと調べておりました

ら丁度、野根漁協の付近で拾えるということで、そこの方に設置を替え

ました。あと光電変換装置につきましてはたぶん宅内の中に白のＩＰ端

末機とそれに黒のホームゲートウェイと、その下側にもう一つ黒のこれ

ぐらいのこのテープレコーダーぐらいのものがあります。これが変光装

置でございます。以上でございます。

議長 （小野 正路議長）

７番、田島毅三夫君。

７番 （田島 毅三夫君）

今、資料がないということで宿題とさせていただきましたが、本来な

ら我々議会は金額もきちんと説明を受けてね、ここで可否を判断するの

が本来なんですよ。ただ今回こういうことで減額ということであります

ので賛成はしますけれども、今後はこういうことはなくしていただきた

いと思います。それから１点お聞きしますが、先ほどの議運の中でテレ

ビのことが出ましたね、この関西波を拾えなかったと今、言われたもの

で少しお聞きしておきますが、これは関西波は結局、無理なんでしょう。

それをアンテナを替えたとしてもどうなんですか。関西波が配信してい

ただけないという説明がありましたのでその確認だけしておきます。最

後です。
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議長 （小野 正路議長）

総務課長。

総務課長 （奈良﨑 幸一総務課長）

再問にお答え致します。多分、議運の中で説明致しましたが、今、私

の考え方の中では先に高知県の民放さんの再送信の同意をいただいて、

それから関西波の放送１局ぐらいはどうしても取りたいということであ

りますので、二重的に投資するわけにはいきませんので、もうこの時点

で関西波が取れるところにアンテナを設置したと、先に時間は掛かりま

すけど、県内波の再信、同意をいただいてそのあとから関西波の方をお

願いしたいと、難しいですけど時間が掛かりますけどよろしくお願いし

たいと思います。

議長 （小野 正路議長）

田島毅三夫議員の質疑が終わりました。他に質疑はありませんか。（自

席よりなしの発言あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。これより討論を行います。討論はありませんか。（自席よりなしの

発言あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより議案第３号、東洋町光ケーブル整備事業放送施設工事請負変

更契約の締結についての件を挙手により採決致します。本案は原案のと

おり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員（７：０）で

あります。よって本案は原案のとおり可決されました。

以上で、本臨時会に付議された案件は全て終了致しました。これにて

本日の会議を閉じます。これで、平成２５年第２回東洋町議会臨時会を

閉会致します。どうもお疲れ様でございました。

（閉会時間：１１時０９分）


